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堺市社会福祉審議会規程【改正案】 

 

令和 7年 月 日改正 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、社会福祉法 (昭和２６年法律第４５号)、社会福祉法施行令（昭和   

３３年政令第１８５条）及び堺市社会福祉審議会条例 (平成１２年条例第１３号) に定

めるもののほか、堺市社会福祉審議会 (以下「審議会」という｡) の組織及び運営につい

て必要な事項を定める。 

 

（専門分科会） 

第２条 審議会に､次の専門分科会を置く｡ 

(1) 民生委員審査専門分科会 

  (2) 障害者福祉専門分科会 

(3) 児童福祉専門分科会 

(4) 高齢者福祉専門分科会 

(5) 地域福祉専門分科会 

２ 審議会は､必要に応じて前項各号に掲げる各専門分科会以外の分科会を置くことがで

きる。 

３ 審議会は、専門事項に関して諮問を受けたときは､当該専門分科会の決議をもって審議

会の決議とすることができる。 

 

（部会） 

第３条 障害者福祉専門分科会に、社会福祉法施行令 (昭和３３年政令第１８５号) 第３

条第１項の規定による身体障害者の障害程度の審査、身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１５条第２項の規定による医師の指定及び身体障害者福祉法施行令（昭

和２５年政令第７８号）第３条第３項の規定による医師の指定の取消し並びに障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５９条の規定による医療機関の指定及び第６８条の規定による医療機関の指定の取消し

に関する事項のうち､次の表の右欄に掲げる事項を審査するため､同表の左欄に掲げる審

査部会を置く｡ 

 

 

 

    部 会 名     

 

 

    審  議  す  る  事  項     

 

 

 第１審査部会 

 

 

身体障害者の障害程度の審査に関すること。 

 

 

 第２審査部会 

 

医師の指定及び指定の取消し並びに医療機関の指定及

び指定の取消しに関すること。 
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２ 児童福祉専門分科会に、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第６項の

規定による措置、同法第３３条の６の２第１項による児童相談所長の申立てによる特別

養子適格の確認の請求、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第２９条の規定

による里親の認定に関する事項の審査、児童福祉法第３３条の１５の規定による被措置

児童等虐待に関する事例、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）

第４条第５項の規定による事例の分析等、児童福祉法第１２条第７項及び児童虐待防止

対策支援事業の実施について（平成１７年５月２日雇児発第０５０２００１号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく児童相談所の運営に関する評価等、児童福祉

法第１１条第１項第２号リの規定による児童の権利の擁護に係る環境の整備、児童福祉

法第３４条の１５第４項の規定による家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可、

同法３５条第６項の規定による保育所の認可及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第１７条第３項の規定

による幼保連携型認定こども園の認可の際の意見聴取を行うため、同表の左欄に掲げる

審査部会及び検証部会等を置く｡ 

 

 

部 会 名 

 

 

審  議  す  る  事  項 

 

 

 児童措置審査部会 

 

（１）児童福祉法第２７条第６項に規定する措置に関す

ること。 

（２）児童福祉法第３３条の６の２第１項による児童相

談所長の申立てによる特別養子適格の確認の請求

に関すること。 

 

 里親審査部会 

 

里親の認定に関すること。 

 

 子ども虐待検証部会 

（１）児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待

を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受

けた事例の分析、検証等に関すること。 

（２）児童福祉法に基づく被措置児童等虐待に関するこ

と。 

（３）児童相談所の運営に関する評価及び検証に関する

こと。 

 

子ども権利擁護部会 児童福祉法第１１条第１項第２号リに規定する児童の意

見又は意向に関する調査審議に関すること。 

 

 幼保連携型認定こども園 

等認可審査部会 

（１）家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可 

に関すること。 

（２）保育所の認可に関すること。 

（３）幼保連携型認定こども園の認可に関すること。 

 

（部会長) 

第４条 部会に部会長１人を置き､当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

２ 部会長は､当該部会を代表し、部会の事務を掌握する。 

３ 部会長に事故あるときは､あらかじめその指名する委員がその職務を行う。 
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（部会の決議の特例） 

第５条 部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。 

 

（専門分科会等の会議） 

第６条 専門分科会及び部会（以下「専門分科会等」という｡）は、必要に応じてそれぞれ

専門分科会長及び部会長が召集する｡ 

２ 専門分科会等は、委員（専門委員を含む｡以下同じ｡）の過半数が出席しなければ、議

事を開き、決議を行うことができない｡ 

３ 専門分科会等の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科

会長又は部会長の決するところによる｡ 

４ 前３項の規程にかかわらず、第１審査部会は、障害程度の認定に関し諮問を受けたと

きは、医療の種類によりあらかじめ部会長が指名する委員（以下「担当委員」という｡）

による判断をもって部会の決議とすることができる。この場合において、担当委員は、

その内容を部会長に速やかに報告しなければならない｡ 

 

（会議の特例） 

第７条 委員長、専門分科会長及び部会長は、委員の都合等により会議を開催することが

困難と認めるときは、書面回議の方法により審議を行い、会議の開催に代えることがで

きる｡ 

 

（関係者の出席等）  

第８条 審議会、専門分科会及び部会は、必要があると認めるときは、審議会、専門分科

会又は部会の議事に関係ある者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要

な資料の提出を求めることができる｡ 

 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、審議会及び専門分科会並びに部会の運営に関 

し必要な事項は､委員長が審議会に諮って定める｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


